
第 5 9 号 議 案 

平成 30 年１月 31 日 
任 用 給 与 課 ・ 試 験 課 

 

 

 

警視庁職員任用規程の一部改正について 

 

 

標記の件について、警視総監から申請があったので、下記のとおり一部改正

を承認する。 

 

 

記 

 

 

１ 改正事項 

係長職警部補への昇任選考実施基準の改正 

 

２ 改正内容 

  改正概要及び新旧対照表のとおり 

 

３ 施行期日 

平成 30年４月１日 

 

 



警視庁職員任用規程の改正概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

○ 筆記・論文・面接による選考を勤務経歴、成績をより重視する選考へ変更する。 

○ 種別Ⅱについては、Ⅰに統合する。 

 

【理由】 

○ 警部補は事件性の有無を現場で判断するなど業務執行の中核となる階級であり、

その中でも係長職は同一階級である副主査職警部補を含む係全体を取りまとめる

ポストを担っている。 

○ 近年、ストーカーやＤＶ、特殊詐欺等の警察事象が複雑高度化するとともに、組

織の若返りが進んでおり、係長職には法的知識の向上や実務経験、リーダーシップ

がこれまで以上に求められている。 

○ こうした状況の下、同一階級内のリーダーとしてより相応しい層を選抜する仕組

みを目指して選考方法を改正する。 

 

【ポイント】 

○ 実務経験・リーダーシップをより的確に判定するため、複数年の勤務成績を重視

する方向にシフトする。 

○ 法的知識の重要度の高まりから、これまで課してこなかったベテラン層にも、筆

記（択一）を必須とする。

○ 同一階級内における昇級選考という位置付けであることから、階級昇任試験との

重複等を考慮し論文・面接を廃止する。 

［改正事項]  係長職警部補の昇任選考に係る改正 



階級・職級の昇任試験等の実施方法 参 考 
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改 正 案 現 行

目次（現行のとおり） 目次（略）

第１条から第４３条まで（現行のとおり） 第１条から第４３条まで（略）

附 則

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

別表第１から別表第１４まで（現行のとおり） 別表第１から別表第１４まで（略）

警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表



警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１６から別表第２４まで（現行のとおり） 別表第１６から別表第２４まで（略）

別記様式第１から別記様式第７まで（現行のとおり） 別記様式第１から別記様式第７まで（略）

別表第１５（第２１条、第３０条関係）

係 長 職 昇 任 選 考 実 施 基 準

一 部 専 門
種別

条件

選 警部補として４年以上の 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策
警 勤務実績を有する者 のいずれかの部の捜査又は情報担当の警部補及びこれ

考 に相当する警察署の警部補として現に捜査等に従事中
、 、 、の者で これらの職務に警部補として４年以上 かつ

資 各階級を通じて７年以上の勤務実績を有する者

格

察 選 警察法規及び警察実務に 次の３科目についての筆記考査
ついての択一式筆記考査 １ 警察管理

考 ２ 刑法及び刑事訴訟法
３ 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全組織

方 犯罪対策警察のうち１科目選択

法
官

合 筆記考査、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して合格者を決定する。
格
基
準

種別 事務・一般技術・医療技術系
技能系・業務系

条件 一 部 二 部

選 別表第５の２級職とし 別表第５の２級職とし 別表第２０の２級職として
警 考 て５年以上の勤務実績を て７年以上の勤務実績を ４年以上の勤務実績を有し、

資 有する者 有し、かつ、年齢が５０ かつ、年齢が５８歳未満の者
格 歳以上の者

察 １ 論文考査 １ 論文考査 １ 論文考査
一 ２ 警察法規、警察実務 ２ 個人面接による人物 ２ 個人面接による人物考査

選 般 及び常識についての短 考査
事 答式考査

行 務 ３ 個人面接による人物
考 考査

上 １ 論文考査
政 方 記 ２ 個人面接による人物

以 考査
外

法 の
職 職

務

合 筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して合格者を
員 格 決定する。

基
準

技能系・業務系は、自動車運転、自動車整備、機械管理、海技及び技能Ⅰの職種
に適用する。備 考

別表第１５（第２１条、第３０条関係）

係 長 職 昇 任 選 考 実 施 基 準

種別 Ⅰ
Ⅱ

条件 一 部 専 門

警部補として４年以上の勤 交通、警備、公安、刑事、 警部補とし
選 務実績を有する者 生活安全、組織犯罪対策のい て７年以上の

ずれかの部の捜査又は情報担 勤務実績を有
警 考 当の警部補及びこれに相当す し、かつ、年

る警察署の警部補として現に 齢が４５歳以
資 捜査等に従事中の者で、これ 上の者

らの職務に警部補として４年
格 以上、かつ、各階級を通じて

７年以上の勤務実績を有する者

察 平素の勤務
勤 成績が優秀な
務 者で、係長職
成 に必要な能力
績 を有すると認

められる者

１ 警察法規及び警察実務に １ 次の３科目についての筆 １ 論文考査
官 選 ついての択一式筆記考査 記考査 ２ 個人面接

２ 論文考査 ( ) 警察管理 による人物1
考 ３ 個人面接による人物考査 ( ) 刑法及び刑事訴訟法 考査2

( ) 交通警察、警備公安警3
方 察及び刑事生活安全組織

犯罪対策警察のうち１科
法 目選択

２ 論文考査
３ 個人面接による人物考査

種別 事務・一般技術・医療技術系
技能系・業務系

条件 一 部 二 部
警

選 別表第５の２級職とし 別表第５の２級職と 別表第２０の２級職とし
考 て５年以上の勤務実績を して７年以上の勤務実 て４年以上の勤務実績を有

察 資 有する者 績を有し、かつ、年齢 し、かつ、年齢が５８歳未
格 が５０歳以上の者 満の者

行 １ 論文考査 １ 論文考査 １ 論文考査
一 ２ 警察法規、警察実務 ２ 個人面接による人 ２ 個人面接による人物考

選 般 及び常識についての短 物考査 査
政 事 答式考査

務 ３ 個人面接による人物
考 考査

職
上 １ 論文考査

方 記 ２ 個人面接による人物
員 以 考査

外
法 の

職
務

合 筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して合格
格 者を決定する。
基
準

技能系・業務系は、自動車運転、自動車整備、機械管理、海技及び技能Ⅰの
職種に適用する。

備 考




